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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
法
務
省
の
任
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
。
以
下
「
設
置
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
「
基
本
法
制
」
と

は
、
民
事
及
び
刑
事
の
基
本
法
令
並
び
に
司
法
制
度
を
意
味
し
、
同
項
の
「
維
持
及
び
整
備
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
法
制

を
安
定
し
た
法
制
度
と
し
て
維
持
す
る
と
と
も
に
、
常
に
内
外
の
社
会
経
済
事
象
を
的
確
に
把
握
し
、
時
代
の
要
請
に
よ
く

適
応
し
た
も
の
と
す
る
よ
う
調
査
、
研
究
、
企
画
及
び
立
案
を
行
う
こ
と
な
ど
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

設
置
法
第
三
条
第
一
項
の
「
法
秩
序
の
維
持
」
と
は
、
国
家
の
刑
罰
権
を
適
正
か
つ
迅
速
に
実
現
し
、
犯
罪
者
ら
の
改
善

及
び
更
生
と
犯
罪
の
防
止
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
た
社
会
の
秩
序
を
維
持
・
確
保
し
て
、
社
会
の
平

和
を
保
持
し
、
個
人
及
び
公
共
の
福
祉
を
図
る
と
と
も
に
、
取
引
と
身
分
関
係
に
関
す
る
基
本
的
な
法
制
度
を
整
備
し
、
こ

れ
を
適
正
に
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
私
的
自
治
の
基
盤
を
支
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

設
置
法
第
三
条
第
二
項
の
「
同
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
」
と

一



は
、
同
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決

定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整

の
事
務
を
積
極
的
か
つ
能
動
的
に
担
う
こ
と
に
よ
り
、
内
閣
と
し
て
の
最
終
・
最
高
の
調
整
機
能
を
補
佐
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
と
解
し
て
お
り
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
務
省
は
、
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を

助
け
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
現
時
点
に
お
い
て
、
当
該
任
務
に
係
る
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的

な
方
針
は
な
く
、
当
該
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
設
置
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
つ
か
さ
ど
る
具
体
的
な
事
務
は

な
い
。

二


